
資料１ 

 
特定外来生物の指定対象種について 

 
分類群 種  名 種数(種類数) 

鳥類 シリアカヒヨドリ(Pycnonotus cafer)、ヒゲガビチョウ

（Garrulax cineraceus） 

２種 

魚類 ガー科の全種、ガー科に属する種間の交雑種 １科、１交雑種 

昆虫 アカボシゴマダラ（Hestina assimilis）のうちアカボシゴマダラ

奄美亜種（Hestina assimilis shirakii）以外のもの、クビアカ

ツヤカミキリ（Aromia bungii）、アングラートゥスマルバネクワ

ガタ（Neolucanus angulatus）、バラデバマルバネクワガタ

（Neolucanus baladeva）、ギガンテウスマルバネクワガタ

（Neolucanus giganteus）カツラマルバネクワガタ（Neolucanus 
katsuraorum）、マエダマルバネクワガタ（Neolucanus maedai）、
マキシムスマルバネクワガタ（Neolucanus maximus）、ペラルマト

ゥスマルバネクワガタ（Neolucanus perarmatus）、サンダースマ

ルバネクワガタ（Neolucanus saundersii）、タナカマルバネクワ

ガタ（Neolucanus tanakai）、ウォーターハウスマルバネクワガタ

（Neolucanus waterhousei） 

12種 

 合計 

 

１科、14種、１交雑

種 

(16種類) 

 
※特定外来生物としての規制開始日は以下のとおり。 

平成30年１月15日（ガー科全種及びガー科の交雑種を除く） 

平成30年４月１日（ガー科全種及びガー科の交雑種） 

 

 


